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今後の予定、意見聴取等の進め方

大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第1回）
大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第3回幹事会）

資料－９



「関係地方公共団体からなる検討の場」の設置（H23.1.17）

概略評価により治水対策案を抽出

治水対策案を評価軸ごとに評価

対応方針（案）等の決定

検討主体から本省への検討結果の報告

（H23.1.20 開催）

経緯及び概要等

第１回（幹事会）

複数の治水対策案を立案

検証対象ダムの総合的な評価

本省による対応方針等の決定 有識者会議

第２回（幹事会）
検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点
検

パブリックコメント

（H27.10.30  開催）

（H27.11.5～H27.12.4）

目的別の総合評価

事業評価監視委員会

河川法第16条の2等に準じた手続き
（学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共
団体の長の意見聴取）

検討の場

第３回（幹事会）

検討主体による個別ダムの検証に係る検討

目的別の検討

（今回）

治水：１1案の立案（ダム案を含む）

治水：7案の抽出（ダム案を含む）

：完了 ：未了今後の予定
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治水：9案の抽出（ダム案を含む）治水対策案2案を追加し、大戸川
ダムを含む13案について概略評
価を行い、対策案を検討



●意見聴取の実施について（案）
（１）意見聴取対象

（２）意見を聴く者と意見聴取方法
①学識経験を有する者

②関係住民

③関係地方公共団体の長

意見聴取等の進め方

大戸川ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場及び同幹事会における検討を踏まえ、

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている検討結果の報告書（素案）

を作成し、関係者の意見を聴く予定。

河川法第１６条の２に準じて、河川に関し学識経験を有する者から意見を聴く予定。

河川法第１６条の２に準じて、「住民の意見を聴く場」を開催し、意見を聴く予定。
※「住民の意見を聴く場」を補足する手段として、電子メール等を活用した意見募集を並行して実施予定。

河川法第１６条の２に準じて、大戸川ダム建設事業に関係する滋賀県、京都府、大阪府知事の意見※1

を聴く予定※2。

※1 「関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。」（河川法
施行令第10条の4）

※2 関係地方公共団体の長への意見聴取は、①及び②の状況について追加した上で意見を聴く予定。
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